
「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
①

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 34,162 千円

29年度予算額： 21,447 千円

28年度歳出予算現額※1： 8,177 千円
28年度決算額： 3,371 千円

使用割合： 41.2 ％

－

－

該当施策概要

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

その他（具体的に）

①「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（子供の性被害防止プラン）に基づく対策
の推進
　「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（平成29年４月18日犯罪対策閣僚会議決
定）（子供の性被害防止プラン）に基づき、児童買春、児童ポルノの製造等の子供の性被
害を許さない国民意識の向上を図るとともに、児童、児童の保護者、加害者、犯行に用い
られるツールや場所等のそれぞれに着目した対策を総合的に推進する。
  自画撮り被害児童の心理特性に関する調査、児童買春・児童ポルノ事犯防止のための
広報啓発、「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（子供の性被害防止プラン）の翻
訳、コミュニティサイト及び出会い系サイトの利用に係る犯罪被害の防止等を実施する。

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（子供の性被害防止プラン）に基づく対策の推進

　平成29年４月、犯罪対策閣僚会議において「児童の性的搾取等に係る対策の基本計
画」（子供の性被害防止プラン）が策定されたことを受け、同計画に掲載された子供の性
被害に係る諸対策を推進する必要がある。

通し番号  111 

機構定員要求

－

　「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（子供の性被害防止プラン）には、児童買
春、児童ポルノ等の子供の性被害の撲滅に向けた国民意識の向上及び国民運動の展開
並びに国際社会との連携の強化等の６本の柱ごとに合計88の施策が定められている。
　平成30年度においては、子供の性被害に関して相談しやすい環境の整備等に係る予
算を要求し、子供の性被害防止のための取組を行うことを予定している。
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分野
－大
項目

７－５

分野
－大
項目

その他関係する分野・大項目等

子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進

１０５

９６、９７、９８、９９、１００

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

警察庁

生活安全局少年課
担当府省・担当課

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

－

主に関係する分野・大項目
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
①

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 25,888 千円

29年度予算額： 61,503 千円

28年度歳出予算現額※1： 3,086 千円
28年度決算額： 2,884 千円

使用割合： 93.5 ％

－

－

該当施策概要

機構定員要求

－

　
　児童ポルノ自画撮り被害児童の心理特性に関する調査、児童買春・児童ポルノ事犯防
止のための広報啓発、「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（子供の性被害防止
プラン）の翻訳、コミュニティサイト及び出会い系サイトの利用に係る犯罪被害の防止等を
実施する。
　また、平成30年度において、コミュニティサイトや出会い系サイトの利用に起因する児童
の犯罪被害を防止するための広報啓発に係るリーフレットを作成することなどを検討して
いる。

通し番号  112 

その他（具体的に）

①「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（子供の性被害防止プラン）に基づく対策
の推進
　「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（平成29年４月18日犯罪対策閣僚会議決
定）（子供の性被害防止プラン）に基づき、児童買春、児童ポルノの製造等の子供の性被
害を許さない国民意識の向上を図るとともに、児童、児童の保護者、加害者、犯行に用い
られるツールや場所等のそれぞれに着目した対策を総合的に推進する。
  自画撮り被害児童の心理特性に関する調査、児童買春・児童ポルノ事犯防止のための
広報啓発、「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（子供の性被害防止プラン）の翻
訳、コミュニティサイト及び出会い系サイトの利用に係る犯罪被害の防止等を実施する。

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

自画撮り被害児童の心理特性に関する調査等

　
　コミュニティサイト等の利用に起因する児童買春・児童ポルノ等の犯罪に係る被害児童数は増加
傾向にあり、平成28年中は過去最多を記録した。このような児童の性的搾取等に係る深刻な情勢
を踏まえ、各種広報啓発を推進することにより被害を防止する必要がある。特に、児童ポルノ事犯
に関して、だまされたり、脅されたりして、児童が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられ、
メール等で加害者に送らされる「自画撮り」被害が増加傾向にあり、被害の防止対策が急務に
なっていることから、自画撮り被害児童の心理特性に関する調査を実施し、その結果を分析する
ことにより、被害の防止施策に活用する必要がある。

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算
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分野
－大
項目

７－５

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

－

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進

１０５、１０６

９６、９７、９８、９９、１００

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

警察庁

生活安全局少年課
担当府省・担当課
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薄

現
状

問
題
点

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
利
用
に
係
る
犯
罪
被
害
児
童
の
増
加

59
8 

69
5

69
8

72
3

79
6

85
6

88
9

84
7

27
4 

46
7

54
3

57
5

67
8

74
9

76
5

74
4

0
20

0
40

0
60

0
80

0
1,

00
0

H2
5上

H2
5下

H2
6上

H2
6下

H2
7上

H2
7下

H2
8上

H2
8下

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
に
起
因
す
る
犯
罪
被
害
児
童
数

う
ち
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
利
用

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
所
有
す
る
児
童

が
増
加

す
る
一

方
、
フ
ィ
ル

タ
リ
ン
グ
利
用

率
は
低

調

児
童
を
取
り
巻
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
は
極
め
て
憂
慮
す
べ
き
状
況

※
警
察
庁
「
平
成

2
8
年
上
半
期
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
等
に
起
因
す
る
事
犯
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て
」

※
内
閣
府
「
平
成

2
8
年
度

青
少
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
実
態
調
査
」

(人
)

27
.8

%
47

.4
%

46
.1

%

0%
10

%
20

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%

小
学
生

中
学
生

高
校
生

全
体

44
.6

%

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
利
用
率

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
所
有
率

48
.8

%
53

.3
%

57
.1

%

0%50
%

10
0%

H2
6

H2
7

H2
8

17
.1

%
23

.7
%

27
.0

%

0%50
%

10
0%

H2
6

H2
7

H2
8

41
.9

%
45

.8
%

51
.7

%

0%50
%

10
0%

H2
6

H2
7

H2
8

90
.7

%
93

.6
%

94
.8

%

0%50
%

10
0%

H2
6

H2
7

H2
8

全
体

小
学

生
中

学
生

高
校

生

※
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
一

定
の

基
準
に
基

づ
き
選

別
し
、
青

少
年
に
有

害
な
情
報

を
閲

覧
で
き
な
く
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
サ

ー
ビ
ス
の
こ
と

389



「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 13,328 千円

29年度予算額： - 千円

28年度歳出予算現額※1： - 千円
28年度決算額： - 千円

使用割合： - ％

－

－

該当施策概要

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

その他（具体的に）

②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」に
基づく施策の推進
　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」（平
成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関する関
係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態把握や取締り等
の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化等の施策を総
合的に推進する。

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

「AV出演強要・『JKビジネス』被害防止月間」等広報啓発事業

　　近年、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等の若年層の女性に
対する性的な暴力に係る問題は深刻な状況にあるところ、「いわゆるアダルトビデオ出演
強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」（平成29年５月策定）において、当
分の間、毎年４月を「ＡＶ出演強要・『ＪＫビジネス』等被害防止月間」とし、関係団体と連携、
協力のもと、被害防止のための広報啓発等の取組を強化することとしている。
　この問題に関する国民の意識を喚起するとともに、被害に遭っている人やその関係者に
届く効果的な情報発信、広報啓発を実施する。

通し番号  113 

機構定員要求

－

　「AV出演強要・『JKビジネス』被害防止月間」等の広報啓発。
　・若年層を対象としたシンポジウムの実施
　・ポスター及びリーフレットを地方公共団体、関係団体等に配布
　・啓発動画の放映、街頭キャンペーンの実施　など
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分野
－大
項目

７－４

分野
－大
項目

その他関係する分野・大項目等

性犯罪への対策の推進

－

－

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平成
２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく平
成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

内閣府

男女共同参画局推進課暴力対策推進室
担当府省・担当課

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

７－１

主に関係する分野・大項目
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「
Ａ
Ｖ
出
演

強
要
・
『
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
』
被
害

防
止

月
間

」
等

広
報
啓
発
事
業

１
．
目
的

近
年

、
い
わ

ゆ
る
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
出

演
強

要
問

題
・
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
問

題
等

の
若

年
層

の
女

性
に
対

す
る
性

的
な

暴
力

に
係

る
問

題
は

深
刻

な
状

況
に
あ
る
と
こ
ろ
、
「
い
わ

ゆ
る
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
出

演
強

要
問

題
・
『
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
』
問

題
等

に
関

す
る
今

後
の

対
策

」
（
平

成
29

年
５
月

策
定

）
に
お
い
て
、
当

分
の

間
、
毎

年
４
月

を
「
Ａ
Ｖ
出

演
強

要
・
『
Ｊ
Ｋ
ビ

ジ
ネ
ス
』
等

被
害

防
止

月
間

」
と
し
、
関

係
団

体
と
連

携
、
協

力
の

も
と
、
被

害
防

止
の

た
め
の

広
報

啓
発

等
の

取
組

を
強
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の

問
題

に
関

す
る
国

民
の

意
識

を
喚

起
す
る
と
と
も
に
、
被

害
に
遭

っ
て
い
る
人

や
そ
の

関
係

者
に
届

く
効

果
的

な
情
報
発
信
、
広

報
啓

発
を
実

施
す
る
。

２
．
概
要

「
A

V
出
演
強
要
・
『
J
K
ビ
ジ
ネ
ス
』
被
害
防
止
月
間
」
等
の
広
報
啓
発
。

＊
若
年
層
を
対

象
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
実
施

＊
ポ
ス
タ
ー
及

び
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
地

方
公
共

団
体
、
関
係
団

体
等

に
配
布

＊
啓
発
動
画

の
放

映
、
街

頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実

施
な
ど
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 5,196 千円

29年度予算額： － 千円

28年度歳出予算現額※1： － 千円
28年度決算額： － 千円

使用割合： － ％

－

○

該当施策概要

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」に
基づく施策の推進

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

その他（具体的に）

   近年、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題や、いわゆる「ＪＫビジネス」と呼ばれる営
業により児童が性的な被害に遭う問題等が発生しており、若年層の女性に対する性的な
暴力に係る問題は深刻な状況にあることを踏まえ、平成29年３月、いわゆるアダルトビデ
オ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関する関係府省対策会議（以下「対策会議」と
いう。）が設置され、政府を挙げた取組を推進することとなり、29年４月から毎年４月は政
府一体となった「ＡＶ出演強要・「ＪＫビジネス」等被害防止月間」（以下「集中月間」とい
う。）と位置付け、取組を実施したところである。
　また、平成29年５月に開催された対策会議において、集中月間の実施状況等を踏ま
え、引き続き、政府一体となった対策を推進すべく「いわゆるアダルトビデオ出演強要問
題・「ＪＫビジネス」問題等に関する今後の対策」が取りまとめられたことから、集中月間
における実施状況も踏まえ、こうした問題の根絶に向け、今
後も引き続き対策を講ずることとする。

②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
に基づく施策の推進
 　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
（平成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関す
る関係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態把握や取
締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化等の施
策を総合的に推進する。

通し番号  114 

機構定員要求

都道府県に対する通達の発出（「アダルトビデオ出演強要問題に係る対策の推進
について（通達）」（平成29年５月）、「いわゆる「ＪＫビジネス」問題に対する今後の
対策の推進について」（29年５月））

　平成29年５月19日に対策会議において決定された今後の対策を踏まえて、都道府県警
察に通達を発出し、取締り等の推進、教育・啓発の推進、相談体制の充実等について指
示している。
（30年度予算）
 　・「ＪＫビジネス」に係る中学校及び高校の生徒向けの啓発用ＤＶＤを製作する。
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分野
－大
項目

７－４

分野
－大
項目

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

警察庁

①生活安全局保安課②生活安全局少年課
担当府省・担当課

その他関係する分野・大項目等

性犯罪への対策の推進

-

-

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

７－５

主に関係する分野・大項目
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い
わ

ゆ
る
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
出

演
強

要
問

題
・
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
問

題
等

に
関

す
る
今

後
の

対
策

（
概

要
）

○
男

女
共

同
参

画
会

議
に
設

置
さ
れ

て
い
る
「
女

性
に
対

す
る
暴

力
に
関

す
る
専

門
調

査
会

」
に
お
い
て
､平

成
2
9
年

３
月

1
4
日

に
と
り
ま
と
め
た
現

状
と
課

題

を
整

理
し
た
報

告
書

等
を
踏

ま
え
、
同

月
2
1
日

、
「
い
わ

ゆ
る
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
出

演
強

要
問

題
・
『
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
』
問

題
等

に
関

す
る
関

係
府

省
対

策
会

議
」

を
設
置

し
た
（
議
長
：
加
藤
勝
信
男
女
共

同
参
画
担
当
大
臣
。
関
係
７
府
省
局
長
級
を
構
成
員
）
。

○
関

係
府

省
対

策
会

議
に
お
い
て
、
平

成
2
9
年

４
月

を
被

害
防

止
月

間
と
位

置
付

け
、
必

要
な
取

組
を
緊

急
か

つ
集

中
的

に
実

施
す
る
緊

急
対

策
を
策

定

し
た

（
同

年
３
月

3
1
日

）
。
そ
の

実
施

状
況

も
踏

ま
え
、
同

年
５
月

1
9
日

、
「
今

後
の

対
策

」
を
と
り
ま
と
め
た
。

１
更

な
る
実

態
把

握

・
若

年
層

に
対

す
る
性

的
な
暴

力
に
係

る
相

談
･支

援
の

在
り
方

の
た
め
の

調
査

研
究

【
内

閣
府

】

・
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
の

営
業

に
関

す
る
実

態
調

査
及

び
分

析
の

実
施

【
警

察
庁

】

２
取

締
り
等

の
強

化

・
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
出

演
強

要
問

題
専

門
官

の
指

定
【
警

察
庁

】

・
「
J
K
ビ
ジ
ネ
ス
」
の
禁
止
等

に
関

す
る
条
例
制

定
の
支

援
【
警
察
庁
】

・
「
J
K
ビ
ジ
ネ
ス
」
等
に
対

す
る
各

国
の
法

制
度
及

び
施
策

の
調
査

研
究
の

実
施

【
警
察
庁
】

３
教

育
・
啓

発
の

強
化

・
毎

年
４
月

､「
A
V
出

演
強

要
･『
J
K
ビ
ジ
ネ
ス
』
等

被
害

防
止

月
間

」
の

実
施

【
関

係
府

省
】

・
被

害
防

止
教

育
の

推
進

【
警

察
庁

､内
閣

府
､文

科
省

】

・
業

界
関

係
者

に
対

す
る
法

令
等

の
周

知
【
厚

労
省

、
消

費
者

庁
】

４
相

談
体

制
の

充
実

・
相

談
窓

口
の

整
備

及
び
積

極
的

な
周

知
【
内

閣
府

、
関

係
府

省
】

・
対

応
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
作

成
、
関

係
機

関
等

の
職

員
へ

の
研

修
の

充
実

・
強

化
【
関

係
府

省
】

・
若

年
の

被
害

女
性

に
対

す
る
居

場
所

の
確

保
等

に
関

す
る
モ
デ
ル

事
業

の
検

討
【
厚

労
省

】

５
保

護
・
自

立
支

援
の

取
組

強
化

・
｢J
K
ビ
ジ
ネ
ス
｣稼

働
児
童
等

に
対

す
る
迅

速
な
保
護
及

び
適
切
な
支
援
【
警
察

庁
､文

科
省
､厚

労
省
】

・
婦

人
保

護
施

設
等

で
の

中
長

期
的

な
支
援
体
制
の
在

り
方
の

検
討

【
厚
労
省
】

６
そ
の

他

・
被

害
の

防
止

及
び
救

済
等

の
た
め
の

新
た
な
対

応
策

の
検

討
【
内

閣
府

、
関

係
府

省
】

・
情

報
提

供
等

を
通

じ
た
地

方
公

共
団

体
に
対

す
る
支

援
の

強
化

【
関

係
府

省
】

等

今
後

の
対

策
（
主

な
も
の

）

背
景

１
取

締
り
等

の
強

化

・
ス
カ
ウ
ト
に
対

す
る
検

挙
件

数
、
人

員
2
3
件

2
3
名

・
ス
カ
ウ
ト
に
対

す
る
指

導
・
警

告
結

果
1
0
1
回

1
9
0
名

・
「
J
K
ビ
ジ
ネ
ス
」
の
経
営
者
や
客
等
を
検
挙
し
た
件
数

5
件

6
名

・
一

斉
補

導
等

に
よ
り
補

導
・
保

護
し
た
児

童
数

4
0
名

等

２
被

害
防

止
の

た
め
の

教
育

・
啓

発
の

強
化

・
内

閣
府

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
啓

発
サ

イ
ト
を
開

設
（ア

ク
セ
ス
数

9
3
,3
8
0
件

）
・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
等

に
よ
る
啓
発
動

画
の
発

信
（
動

画
再

生
数

合
計

約
2
3
0
万

件
）

・
女
子
大
学
生
を
対
象
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

（
約

1
,6
0
0
人

参
加

）
・

被
害
防
止
教
室
等
の
実
施

(約
2
,7
0
0
回

､約
4
3
2
,0
0
0
人

)
・

街
頭

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

実
施

(約
1
,4
0
0
回

)
・

各
種

広
報

媒
体

を
活

用
し
た
啓

発
活

動
等

３
相

談
体

制
の

充
実

・
様

々
な
機

会
や

媒
体

を
活

用
し
た
相

談
窓

口
の

周
知

・
相

談
等

件
数

ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
関

係
9
件

「
J
K
ビ
ジ
ネ
ス
」
関

係
1
4
件

緊
急

対
策

（
本

年
４
月

）
の

実
施

結
果
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 112,013 千円 の内数

29年度予算額： 43,034 千円

28年度歳出予算現額※ 39,094 千円
28年度決算額： 33,291 千円

使用割合： 85.2 ％

○

－

機構定員要求

－

通し番号  115 

その他（具体的に）

　②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対
策」に基づく施策の推進
　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
（平成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関
する関係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態把握
や取締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化
等の施策を総合的に推進する。

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

消費生活に関する制度の企画・立案・推進

   消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な施策等のうち、消費生活に関する
制度を企画・立案・推進することにより、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営
むことができる社会の実現に資することを目的とする。
   消費者の利益擁護を図るための消費者契約に関する包括的な民事ルールである消
費者契約法の見直しを実施する。
　また、不当な勧誘等による消費者トラブルの未然防止･拡大防止及び被害回復を図
るため、内閣総理大臣が認定した消費者団体が消費者に代わって訴訟などをすること
ができる消費者団体訴訟制度の推進を実施する。

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算
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該当施策概要

分野
－大
項目

７－１

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

   ＡＶ出演強要問題に関し、被害者が締結している契約が消費者契約に該当する場合
は、消費者契約法において、例えば、退去を妨害して勧誘を続ける等第４条に該当す
る不当な勧誘が行われた場合は、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を
取り消すことができることや、不当に高い違約金を定める等第８条から第10条に該当
する不当な契約条項については無効であること等について、業界関係者に対して、周
知を行う。
　また、これに関し、事業者により不当な勧誘等がなされている場合には、内閣総理大
臣の認定を受けた適格消費者団体が不当な勧誘等に対して実効的に差止請求ができ
るよう、環境整備を図る。

（平成30年度予算概算要求等）
　・消費者団体訴訟制度の担い手を支援する補助金を新規に要求。
　・消費者団体訴訟制度の推進に関し、業務を行う担当の定員要求（新たに補佐１名、
係長１名及び係員１名の増員）を行う。

Ⅳ－３

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

─

─

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づ
く平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

消費者庁

消費者制度課
担当府省・担当課
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【
成

立
】
消

費
者
契
約
に
関
す
る
包
括
的
な
民

事
ル
ー

ル
と
し
て

平
成

12
年

５
月
に
成

立
（

平
成
13
年
４
月
施
行
）

【
平

成
18
年

改
正
】
適
格
消
費
者
団
体
に
よ

る
差

止
請

求
制
度
（

消
費

者
団

体
訴
訟
制

度
）

を
導
入
（
平
成
19
年
６
月
施
行
）

【
平

成
20
年

改
正
】
差
止
請
求
の
対
象
を
景

品
表

示
法

上
の
不
当

表
示

及
び

特
定
商
取

引
法

上
の
不
当
行
為
に
拡
大
（
景
表
法

関
連
は
平
成
21
年
４
月
施

行
、
特

商
法
関
連

規
定

は
平

成
21
年

12
月

施
行
）

（
※
）
食
品
表
示
法
の
制
定
に
よ
り
、
差
止
請
求
の
対
象
を
食
品
表
示
法
上
の
不
当
表
示

に
拡
大
（
平
成
2
7
年
４
月
施
行
）

【
平

成
28
年

改
正
】
過
量
契
約
の
取
消
し
や

、
消

費
者

の
解
除
権

を
放

棄
さ

せ
る
条
項

の
無

効
の
規
定
を
設
け
る
な
ど
、
取
消

し
・
無
効
に
関
す
る
民
事
ル

ー
ル

を
改
正
（

平
成

29
年

６
月
施
行

）

●
消

費
者
と

事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
及
び

量
並
び

に
交
渉
力

の
格

差
に
鑑
み
、

契
約
の

取
消
し

及
び

契
約
条
項
の

無
効

等
に

つ
い
て

規
定

（
民

法
の
特
別

法
）

●
消

費
者
と

事
業
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
契

約
（
＝
消

費
者
契

約
）

で
あ

れ
ば
、
労

働
契
約
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
契
約
が
対
象

【
不
当

な
勧

誘
】
→
 取

消
し

・
不
実
告

知
（
第
４
条
第
１
項
第
１
号
）

・
断
定
的

判
断
の
提
供
（
第
４
条
第
１
項
第

２
号
）

・
不
利
益

事
実
の
不
告
知
（
第
４
条
第
２
項

）
・

不
退
去

（
第
４
条
第
３
項
第
１
号
）

・
退
去
妨

害
（
第
４
条
第
３
項
第
２
号
）

・
過
量
契

約
（
第
４
条
第
４
項
）

【
消
費

者
団

体
訴
訟
制
度

】
内

閣
総

理
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
適
格
消
費

者
団

体
は

、
消
費
者

被
害

の
未

然
防
止
・
拡
大
防
止
を
図
る
観
点
か
ら
、
事

業
者

の
不
当

な
行
為
に
関
し
、
差
止
請
求
を

す
る

こ
と

が
で
き
る

（
※
）
適
格
消
費
者
団
体
は
、
全
国
に
1
6
団
体
。
こ
れ
ま
で
に
計
4
6
件
の
差
止
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
な
ど
差
止
請
求
権
を
行
使

（
平
成
2
9
年
５
月
3
1
日
現
在
）

立
法

及
び

改
正

の
経

緯

内
容

【
不

当
な
契

約
条
項
】

→
 無

効
・

事
業

者
の

損
害
賠
償

責
任

を
免

除
す
る
条
項
（
第
８
条
）

・
消

費
者
の

解
除
権
を

放
棄

さ
せ

る
条
項
（
第
８
条
の
２
）

・
消

費
者
が

支
払
う
損

害
賠

償
の

額
を
予
定
す
る
条
項
等
（
第
９
条
）

・
消

費
者
の

利
益
を
一

方
的

に
害

す
る
条
項
（
第
10
条
）
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適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
め
（
イメ
ー
ジ
）

適 格 消 費 者 団 体 に よ る

裁 判 外 の 交 渉

適 格 消 費 者 団 体 に よ る

書 面 で の 事 前 請 求

消
費

者
被

害
の
発

生

判 決

( 敗 訴)

判 決

( 勝 訴)

裁 判 外 の

和 解

事
業
者
に
よ
る
業
務
改
善

適 格 消 費 者 団 体 に よ る

訴 え 提 起
裁 判 上 の

和 解
停
止
、予

防
（
当
該
不
当

行
為
を
して
は
な
らな
い
、

当
該
不
当
条
項
を
内
容
と

す
る
契
約
を
締
結
して
は
な

らな
い
。）

等

差
止
め
の

内
容

事
業
者
が
不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者

に
対
し
消
費
者
契
約
法
等
に
違
反
す
る

不
当
な
行
為
を
現
に
行
い
、又

は
、行

う
お
そ
れ
が
あ
る
とき

399



下
位
法
令
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等

・
政
令
（
施
行
令
）

・
内
閣
府
令
（
施
行
規
則
）

・
最
高
裁
判
所
規
則

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

等

概
要

背
景

通 常 の 訴 訟

消 費 者 へ の 通 知 ・ 公 告 （※ ）

（ 団 体 へ の 授 権 ）

消 費 者 の 加 入

簡 易 確 定 決 定 （ 金 額 等 ）

【
団

体
】

【
消

費
者
】

【
裁

判
所
】

（ 特 定 適 格 消 費 者 団 体 ）

訴 え を 提 起

共 通 義 務 に 関 す る 審 理

認 容 判 決

和 解 等

棄 却 判 決 等

二
段
階
目

の
手
続
：
個
別
の
消
費
者
の
債
権
確
定
手
続

異 議 が あ る 場 合

一
段

階
目
の
手
続
：
共
通
義
務
確
認
訴
訟

対
象

と
な
る
事

案

消
費
者

契
約

に
関

す
る

金
銭
支

払
義
務

の
う
ち

以
下
の

も
の

二
段

階
型

の
訴

訟
制

度
：

一
段
階

目
：
事

業
者

の
共

通
義

務
を
確

認
（
金
銭
支
払
義
務

）

二
段
階

目
：
個

別
消

費
者

の
債

権
を
確

定
（
誰
に
、
い
く
ら
支
払
う
か
）

仮
差

押
え
：
特
定
適
格
消
費
者

団
体
は
、
強

制
執
行

が
で
き
な
く
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
場

合
な
ど
に
、
対

象
債

権
の
総

額
の
範
囲
で
、
仮
差
押
命
令
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
契

約
上

の
債

務
の

履
行

の
請
求

②
不

当
利

得
に
係

る
請

求

③
契

約
上

の
債

務
の

不
履

行
に
よ
る
損

害
賠
償

の
請
求

④
瑕

疵
担

保
責

任
に
基

づ
く
損
害

賠
償
の

請
求

⑤
不

法
行

為
に
基

づ
く
民

法
の
規

定
に
よ
る
損

害
賠

償
の

請
求

適
格
消
費
者
団
体

（
消

費
者

契
約

法
に
基

づ
き
差

止
請

求
権

を
行
使
。
現
在

全
国
１
６
団

体
）
か
ら
新
た
な
認

定
要

件
を
満

た
す
者

を
内
閣
総
理
大
臣
が
認
定
。

【
新
た
な
認
定
要

件
】

・
差

止
関
係
業
務
を
相

当
期

間
継

続
し
て
適

正
に
行

っ
て
い
る

・
弁
護
士
を
理
事
と
し
て
選

任
・
費
用
・
報
酬
等
の
額

又
は
算

定
方

法
が
消

費
者

の
利

益
の

擁
護
の
見
地
か
ら
不

当
な
も
の

で
な
い

等

【
責
務
規
定
・
行
為
規

範
】

・
濫

訴
等
の
禁
止

・
弁
護

士
に
追
行

さ
せ

る
義

務
・
個

人
情
報
の
適
正

な
管

理
・
財
産

上
の
利

益
の
受

領
禁

止
・
内
閣
総
理
大
臣
（
消

費
者

庁
）
に
よ
る
監

督
の
対

象
等

（
適

合
命

令
・
改
善
命
令
、
特
定
認
定

の
取
消
し
な
ど
）

○
諸
外
国
の
制
度
の
長
所
・
短

所
を
検
討
し
我
が
国
に
適
し

た
新
し
い
訴
訟
制
度
を
創
設

特
定

適
格

消
費

者
団

体
（
現

在
２
団

体
※

）

○
消

費
者
被
害
で
は
同

種
被

害
が

多
発

○
訴

訟
に
よ
る
被
害
回
復
は
困
難

（
泣

き
寝

入
り
）

・
事
業
者
と
消

費
者

と
の
間

の
構

造
的

格
差

（
情

報
量

・
交

渉
力

等
）

・
訴
訟
に
要

す
る
費

用
・
労

力

判 決 の 効 力

（ 判 決 に 不 服 が あ れ ば 上 訴 ）

※
い

わ
ゆ

る
拡
大
損
害
、
逸
失
利
益
、
人
身
損
害
、
慰
謝
料
を
除
く

※
本

法
律

の
施
行

前
に
締

結
さ
れ

た
契
約

に
関
す

る
も
の

を
除
く

○
こ
れ
ま
で
泣

き
寝

入
り
し
て
き
た
消

費
者

被
害

の
回

復
が
可

能
に

○
個

々
の
消

費
者

が
多

く
の
手

続
を
行

う
こ
と
な
く
、
消

費
者

団
体

の
持

つ
専

門
的

な
知

識
や

交
渉

力
を
活

用
す

る
こ
と
が
可

能

○
紛

争
の
一

回
的

解
決

を
図

る
こ
と
が

で
き
る

新
し
い
訴

訟
制

度
の

メ
リ
ッ
ト

※
特
定
適
格
消
費
者
団
体

が
対

象
と
な
る
消

費
者

に
対

し
、
書
面

等
で
個

別
に
通

知
、
相

当
な
方
法

に
よ
り
公

告
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
も
可
）

平
成

2
8
年

10
月
１
日
施
行

※
消
費
者
の
財
産
的
被

害
の
集

団
的

な
回

復
の
た
め
の
民

事
の
裁

判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二

十
五

年
法

律
第

九
十

六
号

）

※
消

費
者
機

構
日

本
、
消

費
者
支
援
機
構
関
西

（
同
時
期
に
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
も
類
似
の
制
度
）
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（
平
成

2
9
年
６
月
時
点
）

京
都

消
費

者
契

約
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ひ
ょ
う
ご
消
費

者
ネ
ッ
ト

消
費
者
ネ
ッ
ト
広

島

消
費
者
支
援

ネ
ッ
ト

く
ま
も
と

消
費

者
支

援
ネ
ッ
ト

北
海

道

埼
玉

消
費

者
被

害
を
な
く
す
会

特
定
適
格
消
費
者
団
体

消
費

者
機

構
日

本

全
国

消
費

生
活

相
談

員
協

会

消
費
者
被
害
防
止

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
海

大
分
県
消
費
者

問
題

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

消
費

者
支
援
機
構

福
岡

特
定
適
格
消
費
者
団
体

消
費

者
支
援
機
構

関
西

消
費

者
ネ
ッ
ト
お
か

や
ま

佐
賀

消
費
者
フ
ォ
ー
ラ
ム

※
適
格
消
費
者
団
体
は
全
国
に
１
６
団
体
。

※
適
格

消
費
者
団
体
の
中
か
ら
認
定
さ
れ
る
特
定
適
格
消
費
者
団
体
（
青
色
）
は
全
国
に
２
団
体
（
消
費
者
機
構
日
本
、
消
費
者
支
援
機
構
関
西
）
。

消
費

者
市

民
ネ
ッ
ト

と
う
ほ

く

消
費

者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

い
し
か

わ
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 1,000,000 千円 の内数

29年度予算額： - 千円

28年度歳出予算現額※ - 千円
28年度決算額： - 千円

使用割合： - ％

○

－

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

その他（具体的に）

　②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対
策」に基づく施策の推進
　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
（平成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関
する関係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態把握
や取締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化
等の施策を総合的に推進する。

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

地方消費者行政推進事業

　どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制を全国的に整備する
ため、消費者行政の「現場」である地方公共団体が行う消費者の安全・安心確保に向
けた取組を強力かつ安定的に支援してきたところ。
　今後は、消費生活を取り巻く環境が年々変化していることに伴い、消費者問題は多
種多様に複雑化していることを踏まえ、特に従来の体制では対応できない国として解
決すべき消費者行政の課題に意欲的に取り組む地方公共団体の取組を支援する。

通し番号  116 

機構定員要求

－
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該当施策概要

分野
－大
項目

７－１

分野
－大
項目

その他関係する分野・大項目等

女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

─

─

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づ
く平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

消費者庁

消費者教育・地方協力課
担当府省・担当課

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

　ＡＶ出演強要問題に関して円滑に消費生活相談を受けられるよう、対応できる相談体
制の整備（職員・相談員研修等の充実）などに積極的に取り組む地方公共団体を支援
する。

（平成３0年度予算概算要求等）
　・地方消費者行政強化交付金（仮称）を新規に要求。
　・交付金担当の定員要求（新たに係員２名の増員）を行う。

８－２

主に関係する分野・大項目
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ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症

等
対

策


Ａ
Ｖ
出

演
強
要
問

題


成
年

年
齢
の
引

下
げ


軽
減

税
率
の
導

入
等

国
の

政
策

推
進

等
へ

の
対

応
（
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
の

機
能

の
維

持
・
充

実
）

○
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
国

の
政

策
推

進
等

へ
の

対
応
力
を
強
化


国
が
指
定
す
る
研
修
へ
の

参
加


小
規
模
自
治
体
の
相
談

体
制

維
持

の
た
め
の

支
援

（
消

費
生

活
相

談
員

資
格
、
研
修
参
加
を
義
務
）

（
国

と
し
て
取

組
む
べ

き
重

要
消

費
者

政
策

へ
の

取
組

）

○
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
国

と
し
て
取

り
組

む
べ

き
重

要
な
消
費
者
政
策
の
推
進
。

⇒
中
期
的
・
計
画
的
な
取

組
を
支

援
・
複
数
年
（
３
年
程
度
）
の

取
組

・
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
進

捗
管

理

※
補

助
率

は
、
１
／

２
を
想

定

地
方

公
共

団
体

へ
の

支
援

○
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
対

応
・
倫
理

的
消

費
、
消
費

者
志
向
経
営
、
食
品
ロ
ス
の
削
減

・
消

費
者
安

全
確

保
地

域
協
議
会
の
設
立

○
若
年
者
へ
の
消

費
者

教
育

の
推

進
○

訪
日
・
在
日
外
国

人
向

け
相

談
窓

口
の
整
備

○
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
法

執
行

の
強

化
○

風
評
被
害
防
止

の
た
め
の

取
組

等

国
と
し
て
取
組
む
べ
き
重
要
消
費
者
政
策
等

地
方

消
費
者
行
政
強
化
交
付
金

趣
旨

＜
国

の
政
策
推

進
等
へ
の
対
応
を
担
う
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
＞


国

の
政

策
に
よ
る
制
度
変
更
等
に
つ
い
て
正

確
な
情

報
を

消
費

生
活

セ
ン
タ
ー
が
消
費
者
に
提
供

⇒
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
の
機
能
の
維
持
・充

実
が

必
要

＜
国

と
し
て
取

組
む
べ
き
重
要
消
費
者
政
策
に
対
す
る
取
組
＞


国

と
し
て
取

組
む
べ

き
重
要
な
消
費
者
政
策
の
推
進
の
た

め
、
積

極
的

に
取

組
む
地
方
公
共
団
体
を
支
援

平
成

30
年

度
概
算
要

求
額

10
億

円
【
優

先
課
題

推
進
枠
】 0

CO524688
タイプライターテキスト

CO524688
タイプライターテキスト
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 49,510 千円 の内数

29年度予算額： 49,510 千円 の内数

28年度歳出予算現額※1： 66,685 千円 の内数
28年度決算額： 53,342 千円 の内数

使用割合： － ％

－

－

該当施策概要

機構定員要求

－

　　日々進化し急速に普及していくインターネット環境に対応するため、地域において、イ
ンターネットの安全な利用方法や有害情報に関する知識等を教育・啓発するネットリテラ
シー指導員の養成講座や、インターネット上のトラブルに巻き込まれた子供たちのため
のコミュニティサイト等による相談体制の構築等を実施する「ネット対策地域支援事業」
を通じ、地域における先進的な有害環境対策を推進する。

（平成30年度予算概算要求）
　積算上、全国2か所での実施を想定。

通し番号  117 

その他（具体的に）

②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
に基づく施策の推進
　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
（平成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関す
る関係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態把握や取
締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化等の
施策を総合的に推進する

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

青少年を取り巻く有害環境対策の推進

　　インターネット上の違法・有害サイトを通じた犯罪やいじめ等に青少年が巻き込まれ
るとともに、「ネット依存」による生活習慣の乱れなどが課題となっている。このため、関
係府省庁と連携し、インターネット等の適切な使用やネット依存を含む各種依存症予防
について、保護者と青少年に直接働きかける啓発と教育活動を推進することにより、青
少年の健全育成を図る。

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算
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分野
－大
項目

７－４

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

－

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

性犯罪への対策の推進

－

－

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づ
く平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

文部科学省

生涯学習政策局青少年教育課
担当府省・担当課
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青
少

年
教
育
施
設
を
活

用
し

、
ネ

ッ
ト

依
存

傾
向

の
青

少
年
を
対
象
と
し
た

自
然
体

験
や

宿
泊
体
験
プ
ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
を

通
じ

た
ネ
ッ
ト
依
存
対
策
を

推
進

（
１
）

積
算

：
3,
8
9
7千

円
×

3団
体

（
２
）

委
託
対
象
先
：
民
間
、

地
方

公
共

団
体

※
Ｈ

2
8年

度
委
託
先
：
（
独

）
国

立
青

少
年

教
育

振
興
機
構

他
2件

（
３
）

2
8年

度
実
績
（
例
）

・
ネ

ッ
ト

依
存
傾
向
の
青
少

年
メ

イ
ン

キ
ャ

ン
プ

を
国
立
赤
城
青
少
年
交
流

の
家
で
行
い
、
国
立
久
里

浜
医

療
セ

ン
タ

ー
と

連
携
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
内

に
「
認
知
行
動
療
法
」
な

ど
を

用
い

た
8泊

9日
の
キ
ャ
ン
プ
。
16
名
が

参
加
し
、
キ
ャ
ン
プ
後
、

ネ
ッ

ト
の

使
用

時
間

が
短
く
な
る
な
ど
、
一
定

の
改
善
が
見
ら
れ
た
。

青
少
年
を
取
り
巻
く
有
害
環
境
対
策
の
推
進

●
ネ
ッ
ト
モ
ラ
ル
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊

Ｐ
Ｔ

Ａ
や
教
育
委
員
会
等
と

連
携

し
、

保
護

者
等

を
対

象
と

し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
等

を
開

催

（
１

)
積

算
：
8
,
03
3千

円
×

1団
体

（
２
）

委
託
対
象
先
：
民
間

※
H2
8
年
度
委
託
先
：
（
株
）
ﾒ
ﾃ
ﾞｨ
ｱ
開
発
綜
研

（
３
）

2
8年

度
実
績

・
全

国
７

箇
所
で
開
催

約
2
,
00
0
名
が

参
加

・
延

べ
14
,
0
00
世
帯
（
H2
3～

H
2
8）

の
保

護
者

に
対
し
、
家
庭
で
の
ル
ー

ル
作

り
の

大
切

さ
と

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
利
用

の
重

要
性

等
に
つ

い
て
講

義

３
．

依
存

症
予

防
教

育
推

進
事

業

１
．

有
害

環
境

か
ら

子
供

を
守

る
た

め
の

推
進

体
制

の
構

築

２
．

青
少

年
教

育
施

設
を

活
用

し
た

ネ
ッ

ト
依

存
対

策
推

進
事

業

●
依
存
症
予
防
教
室

依
存
症
予
防
教
育
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
「
依
存
症
予
防
教
室
」
の
開
催
等
を
行
う
。

（
１
）
積
算
：
1,
2
0
2千

円
×

8地
域

（
２
）
委
託
対
象
先
：
地
方
公
共
団
体

※
Ｈ
2
8年

度
委
託
先
：
千
葉
県
教
育
委
員
会

（
３
）
2
8年

度
実
績

・
国
に
お
い
て
依
存
症
の
現
状
や
予
防
教
育
の
取
組
事
例
を

紹
介
す
る
「
依
存
症
予
防
教
育
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
開
催

・
中
高
校
の
教
職
員
、
保
護
者
を
対
象
と
し
た
ネ
ッ
ト
依
存
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
の
実
態
や
知
識
を
身
に
着
け
る
た
め
の

講
座
を
県
内
2
か
所
で
実
施
（
20
1
名
受
講
）

●
青
少
年
安
心
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

有
効
な
活
用
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、

青
少
年
自
ら
研
修
し
、
学
ん
だ
成
果
を
発
信
す
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
実
施

（
１
）
積

算
：
2
,
08
7千

円
×

3地
域

（
２
）
委
託
対
象
先
：
民
間
、
地
方
公
共
団
体

※
Ｈ
2
8年

度
委
託
先
：
（
公
社
）
岐
阜

県
青
少
年
育
成

県
民
会
議

（
３
）
2
8年

度
実
績

・
中
高
校
生
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い
て
啓
発

教
材
（
す
ご
ろ
く
、
テ
レ
ビ
CM
）
を
作
成
し
フ
ォ
ー

ラ
ム
（
約

12
0
名
が
参
加
）
で
発

表

●
ネ
ッ
ト
対
策
地
域
支
援

急
速
に
普
及
し
て
い
く
ネ
ッ
ト
環
境
に
対
応
す
る
た
め
、
地

域
に
お
け
る
先
進
的
な
取
組
を
実
施

（
１
）
積

算
：
4
,
09
9千

円
×

2地
域

（
２
）
委
託
対
象
先
：
民
間
、
地
方
公
共
団
体

※
Ｈ
2
8年

度
委
託
先
：
青
少
年
を
有
害
環
境
か
ら
見
守
る
奈

良
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
、
ち
ば
地
域
コ
ン
ソ
ー
シ

ア
ム
実
行

委
員
会
等

計
4
団
体

（
３
）
2
8年

度
実
績
（
例
）

・
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン

グ
の
活
用

等
に
関
す
る
啓
発
講
座
を
教
員
、
PT
A
役
員
、
児
童
生
徒

等
を
対
象
に
実
施

(計
5
5
講
座
:
約
8
2
5
0名

受
講
)

・
開
催
県
内
に
お
い
て
ネ
ッ
ト
安
全
教
室
を
4
6箇

所
実
施

（
前
年
度
予
算
額

4
9,
51
0
千
円
）

3
0
年
度

要
求
額

4
9,
51
0
千
円
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文部科学省ー様式ー10（学校安全教室の推進）②【様式１】.xlsx

「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 38,033 千円 の内数

29年度予算額： 39,942 千円 の内数

28年度歳出予算現額※ 63,858 千円 の内数
28年度決算額： 25,330 千円 の内数

使用割合： 39.7 ％

－

－

該当施策概要

通し番号  118 

その他（具体的に）

②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対
策」に基づく施策の推進
　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対
策」（平成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等
に関する関係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態
把握や取締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組
強化等の施策を総合的に推進する。

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

防犯教育の推進
（学校安全教室の推進）

　性犯罪を含む児童生徒等の安全を脅かす事件が依然として発生していることから、
学校における防犯教育を推進し、犯罪被害を防止していく。

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

－

　学校における学校安全教室（防犯教室、防災教室及び交通安全教室）の講師となる
教職員等に対する講習会の実施を支援することにより、教職員の指導力の向上を図
り、効果的な防犯教育の推進する。
（平成30年度予算概算要求等）
　講習会については、企画提案のあった都道府県・指定都市において、事業計画に基
づき実施予定。
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文部科学省ー様式ー10（学校安全教室の推進）②【様式１】.xlsx

分野
－大
項目

７－１

分野
－大
項目

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係
る平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基
づく平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

文部科学省

初等中等教育局健康教育・食育課
担当府省・担当課

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

－

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

１０８

１０１

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野
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学
校

安
全

教
室

の
推

進

教
職

員

等
の

安

全
教

育

に
お
け
る

指
導

力

の
向

上

平
成
２
９
年
度
予
算
額

４
０
百
万
円

平
成
３
０
年
度
概
算
要
求
額

３
８
百
万
円

○
児
童
生
徒
等
を
取
り
巻
く多

様
な
危
険
を
的
確
に
捉
え
、
児
童
生
徒
等
の
発
達
段
階
や
学
校
段
階
、
地
域
特
性
に
応
じ
た
取
組
の
推
進
が
必
要

○
地
域
間
・学

校
間
・教

職
員
間
の
差
を
解
消
し
、
全
て
の
学
校
で
質
の
高
い
学
校
安
全
の
取
組
を
推
進
で
き
る
指
導
力
の
確
保
が
必
要

安
全
教
育
の
指

導
者
の
養
成

児
童

生
徒

等
が

安
全
に
関
す
る

資
質
・
能
力

を
身

に
付

け
る

児
童

生
徒

等
の

死
亡
事
故
の

発
生
件
数

の
減
少

児
童

生
徒

等
の

障
害

や
重

度
の

負
傷

を
伴

う

事
故
の
減
少

教
職

員

等
の

安
全

対

応
能

力

の
向

上

教
職
員
等
の
安

全
対
応
能
力
の
向
上

防
犯
教
室

講
習
会

○
学
校

へ
の

不
審

者
侵

入
時
の

子
供
の
安
全
確
保
の
方
法

○
防
犯

パ
ト

ロ
ー

ル
の

実
施
の

ポ
イ
ン
ト

な
ど

防
災

教
室

講
習
会

○
自
然

災
害

発
生

時
の

適
切
な

避
難
方
法

○
子
供

と
つ

く
る

地
域

防
災
マ

ッ
プ
の
事
例

な
ど

交
通
安
全
教
室

講
習
会

○
模
擬

交
差

点
・

信
号

機
等
を
使
用
し
た
安
全
な
走
行

○
自
転

車
教

室
で

の
効

果
的
な
指
導
方
法

な
ど

心
肺
蘇

生
法
実
技

講
習

会

○
事

故
発
生

時
の
初

期
対
応

○
事

後
対
応

等
の
学

校
の
危
機
管
理
の
在
り
方
に
関
す
る
こ

と
○

第
三

者
委

員
会
な

ど
の
検
証
組
織
の
必
要
性
・
在
り
方
に

関
す

る
こ

と
な

ど

○
蘇

生
法
訓

練
用
人

体
模
型
（
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
）
を
用
い

た
実

技
講

習
な

ど

事
故
対

応
に
関
す
る
講

習
会

※
Ａ

Ｅ
Ｄ
の

取
扱
い

を
含
む
。

学
校
安
全
教
室
の
講
師
と
な
る
教
職
員
等
に
対
す
る
指
導
法
等
の
講
習
会
を
実
施

事
件
事
故
発
生
時
の
初
期
対
応
能
力
等
向
上
の
た
め
の
講
習
会
を
実
施

都
道
府
県
等
に
お
け
る
教
職
員
等

へ
の
研
修
の
実
施

小
学
校
低
学
年
向
け
学
校
安
全
教
室
用
リ
ー
フ
レ
ッ
トを

作
成
・配

布
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文部科学省ー様式ー11【情報モラル教育】②【様式１】 (002).xlsx

「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 52,991 千円 の内数

29年度予算額： 15,186 千円

28年度歳出予算現額※1： 21,926 千円
28年度決算額： 16,008 千円

使用割合： 73.0 ％

－

－

該当施策概要

通し番号  119 

機構定員要求

－

・情報モラル教育の推進に係る指導資料の改善
・児童生徒向け啓発資料の作成・配布
・情報モラル教育の推進に係るセミナー・フォーラムの開催

その他（具体的に）

②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
に基づく施策の推進
　　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
（平成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関す
る関係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態把握や取
締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化等の
施策を総合的に推進する【内閣府（男女局暴力室）、関係府省】

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

情報モラル教育推進事業

　　携帯電話・スマートフォンやSNSが子供たちにも急速に普及し、それらの利用に伴う
犯罪被害等も生じているなかで、児童生徒に情報モラルを身に付けさせることが一層重
要となっていることから、指導資料の改善・充実や児童生徒向け啓発資料の作成・配布
等により、新学習指導要領の下での情報モラル教育の充実を図る。

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算
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文部科学省ー様式ー11【情報モラル教育】②【様式１】 (002).xlsx

分野
－大
項目

７－５

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

７－９

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推
進

―

―

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づ
く平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

文部科学省

生涯学習政策局情報教育課情報教育振興室
担当府省・担当課
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情
報
モ
ラ
ル
教
育
推
進
事
業

（
前
年
度
予
算
額

１
５
百
万
円
）

３
０
年
度
要
求
額

５
３
百
万
円

１
．
情
報
モ
ラ
ル

教
育

の
推

進
に
係

る
指
導

資
料
の

改
善

【
新

規
】

28
百
万
円

平
成

27
年
度
に
作

成
し
た
指

導
資
料

（
動

画
教

材
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
新

学
習
指
導
要
領
に

対
応
し
た
改

訂
を
行

う
と
と
も
に
、
児
童

生
徒
を
取

り
巻

く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境

の
変
化
や
、
そ
れ

ら
の
利
用
に
伴

う
ト
ラ
ブ
ル

や
犯
罪

被
害
等

の
最
新

の
状
況

・
動
向

も
踏

ま
え
て
、
内
容
の
改
善
・

充
実
を
図
る
。

【
主
な
改
訂
点

（
予

定
）
】

•
新
学
習
指

導
要

領
に
対

応
（
総
則
の
規
定
や
各
教
科
等
に
お
け
る
情
報
モ
ラ
ル
に
関
連
す
る
内
容
の
改
善
・
充
実
に
合
わ
せ
た
見
直
し
）

•
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

の
利

用
に
伴
う
性

犯
罪

や
性
的

搾
取
の

被
害
防

止
や
、
不
正
ア
ク
セ
ス
の

禁
止
に
係

る
動

画
教

材
の

作
成

•
そ
の
他
最
新

の
状

況
・
動

向
の

反
映

２
．
児
童
生
徒

向
け
啓

発
資

料
の
作

成
・配

布
【
拡

充
】

18
百

万
円

（
現
：
「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
対
策
を
含
む
啓
発
資
料
の
作
成
」
）

携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

を
適

切
に
利
用

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
児

童
生
徒
向
け
啓
発

資
料
を
作
成
・
配

布
す
る
（
現

行
の

中
学

校
第
１
学
年

の
全
生

徒
に
加

え
、
新
た
に
小
学
校
第
４
学

年
（
予
定
）
の

全
児

童
を
対

象
と
し
て
配
布

す
る
。
）
。

３
．
情
報
モ
ラ
ル

教
育

の
推

進
に
係

る
セ
ミ
ナ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

6百
万
円

（
現
：
「
情
報

モ
ラ
ル
教
育
指
導
者
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
」
、
「
情
報
モ
ラ
ル
教
育
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
」
）

セ
ミ
ナ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
に
よ
り
、
今
日
的
課
題
を
踏
ま
え
た
情
報
モ
ラ
ル
教
育
の
取
組
を
推
進
す
る
。

【
趣
旨

】
携
帯

電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

SN
Sが

子
供
た
ち
に
も
急

速
に
普
及

し
、
そ
れ

ら
の

利
用
に
伴
う
犯
罪
被
害
等
も
生
じ
て
い
る
な
か
で
、

児
童

生
徒
に
情

報
モ
ラ
ル
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
一

層
重
要

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
指

導
資

料
の
改
善
・充

実
や
児
童
生
徒
向

け
啓

発
資

料
の

作
成
・配

布
等
に
よ
り
、
新
学
習
指

導
要
領

の
下
で
の
情

報
モ
ラ
ル
教

育
の
充

実
を
図
る
。

【
子

供
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
】

○
高

校
生

の
94

.8
％
、
中
学

生
の

51
.7
％

、
小

学
生

（
満

10
歳

以
上
）
の

27
.0
％

が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
所
有

高
校

生
の

76
.7
％
、
中
学
生
の

51
.7
％
、

小
学

生
の

32
.5
％

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
１
日

（
平
日
）
に
２
時
間

以
上

利
用

（
内

閣
府

「
平

成
28

年
度

青
少
年

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
利

用
環

境
実

態
調

査
」
）

○
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
で
被
害
に
あ
っ
た

子
供

の
数
は
増
加
傾
向
が
継
続
し
、

平
成

28
年
度
に

1,
73

6人
で
過
去
最
多

（
警

察
庁

「
平

成
28

年
度

に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

サ
イ
ト
等

に
起

因
す
る
事

犯
の

現
状
と
対
策
に
つ

い
て
」
）

○
若

年
層

が
不
正
ア
ク
セ
ス
等
の
加
害

者
と
な
る
事
案
も
発
生

【
学

習
指
導
要
領
の
改
訂
】

新
学

習
指

導
要
領
に
お
い
て
も
従
前
に

引
き
続

き
情

報
モ
ラ
ル
の
育
成
を
重
視

学
習
指
導
要
領
解
説
に
お
い
て
は

、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
に
伴
う
犯
罪
被

害
の

防
止

の
必
要
性
や

、
児
童
生
徒
の
発
達

の
段

階
に
応
じ
て
情
報
や
情
報
技
術
の
特

性
に
つ

い
て
の
理
解
に
基
づ
く
情
報
モ
ラ
ル

を
身

に
付
け
さ
せ
る
こ
と
を
強
調
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 4,805,756 千円

29年度予算額： 4,558,778 千円

28年度歳出予算現額※1： 4,526,870 千円
28年度決算額： 5,665,388 千円 の内数

使用割合： － ％

－

○

該当施策概要

機構定員要求

  平成29年8月、地方公共団体の教育相談指導者を対象として、いわゆるアダル
トビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題の被害者をはじめとする犯罪被害者
等に関する内容を含む教育相談の研修を実施。

     いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題の被害者をはじめとする
犯罪被害者等を含む児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、スクールカウンセラー
の配置を拡充（平成29年度予算：26,000校）。

（平成30年度予算概算要求等）
　スクールカウンセラーについては、ニッポン一億総活躍プラン等において、平成31年度
までに、原則として、全公立小中学校（27,500校）に配置することとされており、平成30年
度予算概算要求では、この目標を一年前倒しして配置拡充を行う。

通し番号  120 

その他（具体的に）

②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
に基づく施策の推進
　　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
（平成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関す
る関係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態把握や取
締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化等の施
策を総合的に推進する

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

スクールカウンセラー等活用事業

 いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題の被害者をはじめとする犯
罪被害者等を含む児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、養護教諭等と連携しな
がら児童生徒の心のケアを行うスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の
適正な配置や、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等への犯罪等の被
害に関する研修等による資質の向上を通じて、学校における教育相談体制を充実させ
る。

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算
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分野
－大
項目

７－５

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

８－１

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推
進

-

-

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づ
く平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

文部科学省

初等中等教育局児童生徒課
担当府省・担当課
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